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居宅介護支援 申請書類作成のポイント 

■ 提出書類 

 チェック箇所 チェック項目 備考 

□ 指定居宅サービス事業者（指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業

者）指定（許可）申請書〔第１号様式（第３条）〕 

 申請欄 □ 申請者の住所、氏名が登記簿謄本と一致している。  

 申請者 □  名称、主たる事務所の所在地が登記簿謄本の商号、本店の住

所と一致している。 

□  法人の電話番号、ＦＡＸ番号を記載している。 

□ 法人の種類（株式会社、合同会社、社会福祉法人など）を記

載している。 

□ 法人の所轄庁を記載している。（株式会社、有限会社、合同

会社 の場合は空欄です。） 

※謄本に記載されている住所

で は郵便物が届かない場

合は、アパート名や部屋番

号などを 追記してくださ

い。 

※電話番号、ＦＡＸ番号の記

載間違いに注意してくださ

い。 

 

 事業所又は施

設 

□ 所在地は、登記簿や賃貸借契約書の住所と一致している。 

□ 電話番号を記載している。 

※電話番号の記載間違いに注

意してください。 

 

 同一所在地内

において行う

事業又は施設

の種類 

□ 申請するサービスの実施事業欄に「◎」を記載している。 

□ 既に同一事業所名、同一所在地で指定を受けている事業があ

る場合は、実施事業欄に「○」と記載し、指定（許可）年月日

欄に指定を受けた日付を記載している。また、介護保険事業所

番号欄に既に指定を受けている事業所の事業所番号を記載して

いる。 

 

□ 申請者（開設者）の登記簿の謄本（登記事項証明書）の原本又は条例等 

  □ 登記簿謄本は発行日から３ヶ月以内の原本である。 

□ 法人登記簿謄本の目的欄に申請するサービスが位置付けられ

ている。 

□ 定款変更手続き中の場合、定款変更を決定した株主総会又は

理事会等の議事録の写し、法務局の受理票又は出来上がり日が

記載されているものの写しを添付している。 

＜参考＞ 

－書式ライブラリー 

－１．新規事業者指定 

－各サービス 

－≪参考≫定款への

事業名の記載について 

□ 居宅介護支援事業者の記載事項（付表 10） 

 事業所 

 
 
 
 
 
 
  

□ 申請書に記載した事業所名称、所在地と一致している。 

□ 電話番号、ＦＡＸ番号を記載している。 

※電話番号、ＦＡＸ番号の記

載間違いに注意してくださ

い。 

 

※定款変更及び登記について 
 所管庁の認可が必要な場合など時間がかかる場合があります。定款の変更及び登記が済んでいない

場合、介護保険事業所としての指定が受けられないので、あらかじめ所管庁に確認してください。 
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 管理者 □ 管理者以外の職務を兼務する場合、兼務する職種を記載して

いる。 

□ 同一敷地内の他の事業所の職務を兼務する場合、事業所又は

施設の名称、兼務する職種及び勤務時間（週あたりの勤務時

間）を記載している。 

※当資料の１．人員及び設備

の基準を参照してくださ

い。 

 従業者 □ 勤務形態一覧表、運営規程の員数と一致している。  

□ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 

 勤務形態 □ 管理者と介護支援専門員を兼務する場合、「Ｂ」と記載して

いる。 
 

 第 1 週～第 4 

週 

□ 管理者及び従業者全員の毎日の勤務時間数（４週間分）を記

載している。 

□ 管理者及び従業者全員の専門員証記載の登録番号、氏名及び

フリガナを記載している。 

□ 記載された勤務時間が雇用契約書や労働条件通知書に記載さ

れた雇用条件（勤務日、勤務時間、勤務場所及び職務内容等）

と整合が取れている。 

□ 常勤職員が勤務すべき１週あたりの勤務時間は、32時間以上

となっている。 

□ 曜日を正しく記載している。 

□ 氏名は資格証のものと一致している。 

□ 同一事業所内の他の職務や同一敷地内の他の事業所の職務を

兼務する場合、それぞれの職務に係る就業時間を按分して記載

している。（ダブルカウントはできません。） 

 

※雇用契約書や労働条件通知

書は申請時に必要な書類で

はありませんが、契約や労

働条件の通知は労働関係法

令に則り適切に行う必要が

あります。 

 

※職員の氏名を記載する際

は、「高と髙、崎と﨑、恵

と惠」などに注意してくだ

さい。 

□ 資格証の写し 

  □ 資格を必要とする職種について資格証の写しを添付してい

る。 

※勤務形態一覧表に記載さ

れている氏名の順番に記入

してください。 

※専門員証の有効期限が切

れていないことを確認して

ください。 
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□ 事業所の平面図 

  □ 事務室、相談室及び会議室を記載している。 

□ 同一敷地内で他のサービス（例えば、訪問介護、福祉用具貸

与等）を行う場合、事業毎に専用のスペース（専用の机でも

可）を設ける必要があるが、図面にどの部屋・机がどの事業の

ものであるか明記している。 

□ 事務室は、事業を行うために必要な広さの(ケアマネの人数に

応じた)専用のスペースが設けられている。 

□ 相談室は、利用申込みの受付、相談等に対応するのに必要な

スペースが確保されている。（相談室が専用の部屋でない場

合、パーティション等で囲われているなど、プライバシーが確

保されていること。） 

 

※設備基準を確認してくださ

い。 

※パーティション等：スクリ

ーン、カーテン等でも可 

 

※ビル等に入居している場合

はフロア図も添付してくだ

さい。 

□ 運営規程 

  （事業の目的及び運営方針） 

□記載している。 

（従業者の職種、員数及び職務内容） 

□職種ごとに常勤、非常勤の別と員数を記載している。 

（営業日及び営業時間） 

□記載している。 

（指定居宅介護支援の提供方向、内容及び利用料その他の費用の

額） 

□介護保険利用料以外で徴収する費用も記載している。 

（通常の事業の実施地域） 

□通常の事業の実施地域が区の一部地域とする場合、当該一

部地域の具体的な範囲を明示している。 

（緊急時における対応方法） 

□記載している。 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

□記載している。 

（その他運営に関する重要事項） 

□採用時研修、継続研修の頻度、従業者（従業者であったも

の）の守秘義務について記載している。 

□規程に記載のない場合の取り扱いについて記載している。 

（その他） 

□附則の施行日は事業開始予定日を記載している。 

 

□ 料金表 

  □ 介護保険利用料以外で徴収する費用も料金表に記載してい

る。 

□ 利用者負担額は、料金表作成例にある「利用者負担額（１

割、２割及び３割）の算出方法」を参考にして計算している。 
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□ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

  □ 苦情等に対応する担当者名、職種、連絡先（電話、ＦＡＸ）

を記載している。 

□ 担当者が不在の場合の対応方法を記載している。 

□ 苦情処理の体制には、①事実確認、②対応策の検討、③迅速

な対応、④記録して再発防止に役立てる、の４つのポイントを

記載している。 

□ その他参考事項には、苦情が出ないための具体的な方策を記

載している。 

 

□ 関係市町村並びに他の保険医療機関・福祉サービスの提供主体との連携内容 

  □ 具体的な内容を記載している。 

 

※（参考様式）を参照してく

ださい。 

□ 誓約書 

  □ 横浜市ホームページよりダウンロードした誓約書を使用して

いる。 

□ 申請者の住所、氏名は、申請書（第１号様式（第３条））の

住所、氏名（法人名、代表者職名、代表者名）と一致してい

る。 

※代表者職名とは、代表取締

役、理事長、代表社員など

です。 

□ 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧 

  □ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表と内容が一致してい

る。 

 

□ 介護給費算定に係る体制等に関する届出書【加算を算定する場合のみ】 

  □ 申請者の住所、氏名は、申請書（第１号様式（第３条））の

住所、氏名（法人名、代表者職名、代表者名）と一致してい

る。 

□ 提供するサービスの実施事業欄に「○」を記載し、異動年月

日欄に事業開始予定年月日を記載している。 

 

□ 介護給費算定に係る体制等状況一覧表 

  □ 提供サービス、施設等の区分、その他該当する体制等、割

引、 地域区分のそれぞれの欄の該当箇所の番号を「○」で囲んで

いる。 

□ 加算を算定しない場合は「なし」に○を記載している。 

※加算を算定しない場合であ

っても作成してください。 

□ 各加算の算定に必要な届出書等【該当する加算分のみ】 

  □ チェック項目（算定要件）のチェックを行っている。 ※添付書類にもれはないか確

認してください。 

□ 申請手数料 

 ※所定の金額を納付書を用いて納付していただきます。 

詳細は「指定申請等手数料について」を御確認ください。 
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